
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
有
害
図
書
類
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
建
設
業
の
営
業
の
停
止 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（　
　

同　
　

）　

　

三

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（
施
設
整
備
課
）　

　

四

 
教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

四

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
四
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
の

　

実
施 

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

エ
バ
ー
オ
ン
ワ
ー
ド

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

羽
根
田　

潔

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
松
波
町
二
番
二
十
四
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
教
育
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
地
域
の
保
健
医
療
福
祉
教
育
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
三
年
九
月
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
号

　

青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
も
の

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
図
書
類
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番

号
一二三四五六七八九十

種　
　

類

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

図　
　

書　
　

類　
　

の　
　

名　
　

称

ヤ
ン
グ
ア
ニ
マ
ル　

№
１
９

 　

２
８
３
０
２－

１
０
／
１
４

月
間
ヤ
ン
グ
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
烈　

№
１
０

　

２
８
２
８
６－

１
０
／
３
０

プ
レ
イ
コ
ミ
ッ
ク　

１
１
月
号

　

０
７
７
４
１－

１
１

Ｂ
Ｅ
・
Ｂ
Ｏ
Ｙ　

Ｇ
Ｏ
Ｌ
Ｄ　

　

１
７
７
７
９－

１
０

Ｓ
ｗ
ｅ
ｅ
ｔ
プ
チ　

１
１
月
号

　

１
５
４
８
７－

１
１

恋
愛
天
国　

１
１
月
号

　

０
９
６
７
５－

１
１

恋
愛
熱
情　

ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン　

１
１
月
号

　

０
９
６
５
７－

１
１

ポ
ル
ノ
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー

　

５
７
９
１
１－

３
７

裏
モ
ノ
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

１
１
月
号

　

０
１
８
０
５－

１
１

実
話
Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
タ
ブ
ー　

１
１
月
号

　

０
５
３
７
５－

１
１

発　
　

行　
　

所

㈱
白
泉
社

㈱
秋
田
書
店

㈱
秋
田
書
店

リ
ブ
レ
出
版
㈱

㈱
笠
倉
出
版
社

㈱
竹
書
房

㈱
一
水
社

㈱
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ワ
ー
ク

ス㈱
鉄
人
社

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン



二　

指
定
理
由

　

図
書
類
の
内
容
が
、
一
か
ら
十
三
ま
で
の
図
書
類
に
あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
十
四
の
図
書
類
に

あ
っ
て
は
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
及
び
甚
だ
し
く
残
忍
性
を
有
す
る
た
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害

す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
三
年
九
月
二
十
二
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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氏　

名

飯
山　

玄
子

森　
　

武
人

密
岡　

幹
夫

坂
本　
　

敬

診
療
科
目

内

科

整
形
外
科

循
環
器
科

整
形
外
科

所
属
医
療
機
関
の
名
称

医
療
法
人
社
団
健
育
会
石
巻
港
湾
病

院森
整
形
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

総
合
南
東
北
病
院

公
立
黒
川
病
院

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

石
巻
市
門
脇
町
一
丁
目
二－
二
十
一

岩
沼
市
桜
一
丁
目
一－

十
一

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二－

五

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
西
桧
木
六
十

十
一

十
二

十
三

十
四

雑

誌

雑

誌

雑

誌

雑

誌

Ｂ
Ｕ
Ｂ
Ｋ
Ａ
ス
ク
ー
プ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

１
７
８
８
６－

１
０

黄
金
の
Ｇ
Ｔ　

Ｔ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｏ
デ
ラ
ッ
ク
ス　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

０
２

　

６
３
４
２
７－

５
５

ナ
ッ
ク
ル
ズ
デ
ラ
ッ
ク
ス
ア
ン
グ
ラ
ー　

Ｖ
Ｏ
Ｌ．

０

４
　

６
８
４
６
４－

１
０

ま
ん
が
グ
リ
ム
童
話

　

０
８
３
０
５－

１
１

㈱
コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

㈱
晋
遊
舎

ミ
リ
オ
ン
出
版
㈱

㈱
ぶ
ん
か
社

氏　
　

名

原　
　

清
吾

赤
井
健
次
朗

神
山　

泰
彦

大
窪　
　

豊

診
療
科
目

整
形
外
科

内

科

消
化
器
科

外

科

新

所
属
医
療
機
関
の

名

称

栗
原
市
立
若
柳
病

院栗
原
市
立
栗
原
中

央
病
院

医
療
法
人
社
団
仙

石
病
院

財
団
法
人
宮
城
厚

生
協
会
中
新
田
民

主
医
院

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

栗
原
市
若
柳
字
川

北
原
畑
二
十
三－

四栗
原
市
築
館
宮
野

中
央
三
丁
目
一－

一東
松
島
市
赤
井
字

台
五
十
三－

七

加
美
郡
加
美
町
字

矢
越
三
百
四
十
五

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

気
仙
沼
市
立
病
院

石
巻
市
立
病
院

石
巻
市
立
病
院

財
団
法
人
宮
城
厚

生
協
会
古
川
民
主

病
院

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

気
仙
沼
市
田
中
百

八
十
四

石
巻
市
南
浜
町
一

丁
目
七－

二
十

石
巻
市
南
浜
町
一

丁
目
七－

二
十

大
崎
市
古
川
駅
東

二
丁
目
十
一－

十

四

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
三
〇
〇
二
二
一

〇
四
一
五
一
〇
〇
四
一
一

〇
四
一
五
一
〇
〇
四
二
九

〇
四
一
五
二
〇
〇
二
一
一

〇
四
一
五
二
〇
〇
五
二
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

セ
ン
ト
ケ
ア
つ
き
だ
て

栗
原
市
築
館
源
光
十
五

番
八
十
七
号

青
葉
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
青
葉
区
木
町
通

二
丁
目
三
番
二
十
二
号

内
海
ビ
ル
二
階

荒
巻
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
青
葉
区
神
明
町

二
十
六
番
一
号
テ
ラ
ス

神
明
一
階

宮
城
野
ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
宮
城
野
区
五
輪

二
丁
目
四
番
一
号
五
輪

近
江
ビ
ル
一
階

セ
ン
ト
ケ
ア
仙
台
東

仙
台
市
宮
城
野
区
東
仙

台
二
丁
目
十
七
番
五
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護　
　

同
行
援
護

同
行
援
護

同
行
援
護

同
行
援
護

設
置
者
名

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

社
会
福
祉
法
人

仙
台
福
祉
サ
ー

ビ
ス
協
会

社
会
福
祉
法
人

仙
台
福
祉
サ
ー

ビ
ス
協
会

社
会
福
祉
法
人

仙
台
福
祉
サ
ー

ビ
ス
協
会

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
三
日

二　

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称

三　

処
分
の
内
容

　
　

法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
命
令

　

１　

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

　
　
　

建
設
業
に
係
る
営
業
の
全
部

　

２　

営
業
停
止
期
間

　
　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
十
月
二
十
三
日
ま
で
の
七
日
間

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

株
式
会
社
飛
田
組
の
代
表
取
締
役
は
、
平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
日
に
仙
台
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
法
人
税
法

（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
違
反
に
よ
り
、
懲
役
一
年
（
執
行
猶
予
三
年
）
の
判
決
を
受
け
、
平
成
二
十
三

年
七
月
五
日
に
刑
が
確
定
し
た
。

　
　

こ
の
こ
と
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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〇
四
一
五
二
〇
〇
五
三
四

〇
四
一
五
三
〇
〇
一
三
六

〇
四
一
五
三
〇
〇
五
八
一

〇
四
一
五
四
〇
〇
二
一
七

〇
四
一
五
四
〇
〇
三
四
〇

〇
四
一
五
四
〇
〇
九
三
六

〇
四
一
五
四
〇
〇
九
四
四

〇
四
一
五
五
〇
〇
二
一
四

ロ
ッ
ク
ス
ビ
ル
二
階

セ
ン
ト
ケ
ア
仙
塩

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田

町
三
丁
目
七
番
一
号

若
林
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
若
林
区
一
本
杉

町
十
九
番
十
八
号
佐
々

木
マ
ン
シ
ョ
ン
一
階

セ
ン
ト
ケ
ア
中
倉

仙
台
市
若
林
区
中
倉
一

丁
目
一
番
三
十
三
号
オ

イ
ゼ
ン
ビ
ル
二
百
十
一

号ひ
ば
り
サ
ー
ビ
ス
仙
台

セ
ン
タ
ー

仙
台
市
太
白
区
長
町
六

丁
目
六
番
六
号
桂
参
番

館
二
階

太
白
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
太
白
区
長
町
三

丁
目
一
番
七
号
三
井
生

命
仙
台
長
町
ビ
ル
一
階

幸
福
ケ
ア
サ
ポ
ー
ト

仙
台
市
太
白
区
東
郡
山

一
丁
目
三
番
十
五
号

介
護　

せ
ん
だ
い
み
な

24

み仙
台
市
太
白
区
鈎
取
一

丁
目
十
番
十
二
号

泉
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
三

丁
目
九
番
七
号
さ
く
ら

ビ
ル
一
階

同
行
援
護

同
行
援
護

同
行
援
護

同
行
援
護　
　

同
行
援
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

セ
ン
ト
ケ
ア
宮

城
株
式
会
社

社
会
福
祉
法
人

仙
台
福
祉
サ
ー

ビ
ス
協
会

セ
ン
ト
ケ
ア
東

北
株
式
会
社

株
式
会
社
日
本

エ
ル
ダ
リ
ー
ケ

ア
サ
ー
ビ
ス

社
会
福
祉
法
人

仙
台
福
祉
サ
ー

ビ
ス
協
会

株
式
会
社
幸
生

福
祉

Ｋ
’
ｓ
オ
フ
ィ

ス
合
同
会
社

社
会
福
祉
法
人

仙
台
福
祉
サ
ー

ビ
ス
協
会

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

平
成
二
十
三
年

十
月
一
日

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

株
式
会
社
飛
田
組

飛
田
則
雄

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
袋
原
字
小
原
四
十
八
番
十
二
号

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

般－

十
八

第
一
万
一
千
二
百
十
九
号

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
岡
田
組

小
野
寺　

桂

仙
台
ウ
ォ
ー
ル
工

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

登
米
市
南
方
町
畑
岡
下
十

二仙
台
市
若
林
区
大
和
町
三

建

設

業

許

可

番

号

般－

十
八

第
二
千
百
六
十

六
号

般－

十
九

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

九
月
十
三
日

平
成
二
十
三
年



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

 
公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
古
川
高
等
学
校
仮
設
校
舎
賃
貸
借　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地　

教
育
庁
施
設
整
備
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日

四　

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地　

大
和
リ
ー
ス
株
式
会
社　

仙
台
支
店　

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三
丁
目
三
十
七
番

十
三
号

五　

落
札
金
額　

一
億
三
千
四
百
八
十
二
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
三
年
八
月
十
九
日

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
七
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
月
十
一
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

大　
　

村　
　

虔　
　

一　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

２　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

３　

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

４　

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

５　

県
立
中
学
校
学
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

公
安
委
員
会
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業
株
式
会
社

渋
谷　

將
行

建
友
ホ
ー
ム
株
式

会
社
武
石　

泰
尚

有
限
会
社
土
生
重

機土
生　

清
史

丁
目
五－

十

仙
台
市
泉
区
南
中
山
二
丁

目
四
十
二－

一

角
田
市
藤
田
字
福
田
百
十

九

第
四
千
百
二
十

五
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
六

百
六
十
三
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
七

百
五
十
五
号

一
般
建
設
業　
　

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

 

九
月
七
日

平
成
二
十
三
年

 

九
月
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

九
月
十
二
日

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
95号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
第
42条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
を
次
の

と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
23年

10月
11日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
檜
山
　
公
夫
　
　

１
　
講
習
実
施
期
日

　
平
成
23年

11月
21日

（
月
）
か
ら
同
月
25日

（
金
）
ま
で
の
祝
日
を
除
く
４
日
間
（
11月

21日
は
午
前
９
時
30

分
か
ら
午
後
４
時
50分

ま
で
，
22日

及
び
24日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
，
25日

は
午
前
９
時
30

分
か
ら
午
後
０
時
20分

ま
で
と
し
，
午
後
１
時
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所
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仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
23年

10月
25日

（
火
）
か
ら
同
年
11月

８
日
（
火
）
ま
で
の
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
10日

間
（
毎

日
午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
）。

　
な
お
，
受
付
は
先
着
順
と
し
，
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間
内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
気
仙
沼
警
察
署
及
び
南
三
陸
警
察
署
を
除
く
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
，
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
受
講
申
込
書
　
１
通

　
　
イ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状
　
１
通

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

宮
城
県
条
例
第
21号

）
第
２
条
第
１
項
の
表
68の

項
に
基
づ
き
，

38,000円
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
受
講
申
込
時
に
徴
収
す
る
こ
と
。

５
　
講
習
の
委
託
先

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

６
　
そ
の
他

　
　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課

　
　
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3184・

3185）


